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条

例

青
森
県
予
算
の
執
行
に
関
す
る
調
査
等
の
対
象
と
な
る
法
人
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
六
号

青
森
県
予
算
の
執
行
に
関
す
る
調
査
等
の
対
象
と
な
る
法
人
を
定
め
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
自
治
法

(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
の
執
行
に
関
す
る
調
査
等
の
対
象
と
な
り
、
並
び
に
同
法
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
経
営
状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
作
成
及
び
議
会
へ
の
提
出
の
対
象
と
な
る
同
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
の
法
人
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

県
が
資
本
金
等
を
出
資
し
て
い
る
法
人
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の)

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社

(

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定

す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
と
み
な
さ
れ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
を
含
む
。)

の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の

は
、
県
又
は
県
及
び
一
若
し
く
は
二
以
上
の
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人

(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
掲
げ
る
法
人
と
み
な
さ
れ
る
法
人
を
含
む
。)

が
資

本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満
を
出
資
し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
と
す
る
。
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(

県
が
債
務
を
負
担
し
て
い
る
法
人
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の)

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
県
が
そ
の

者
の
た
め
に
そ
の
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
上
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
未
満
の
額
の
債
務
を
負
担
し
て
い
る
一
般
社

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
七
号

青
森
県
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
別
会
計
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
青
森
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
の
項
中

｢

第
三
十
七
条
第
七
号｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
七
号｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
下
水
道
事
業
特
別
会
計
の
項
中

｢

第
三

十
七
条
第
十
三
号｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
十
三
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
八
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
公
益
認
定
等
審
議
会｣

の
下
に

｢

、
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中
｢
第
二
十
六
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
六
条
第
一
項｣

に
、

｢

つ
か
さ
ど
る｣

を

｢

処
理
す
る
こ
と｣

に
、

｢

第
九
条
第

五
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
五
項｣

に
、

｢

必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る｣

を

｢

必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
そ
の
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
九
号
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青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
中

｢

む
つ
市
及
び｣

を
削
り
、

｢

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
村｣

を

｢

同
村｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
六
ケ
所
村
長
と
協
議
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

(
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中

｢

同
条
第
六
項｣

を

｢

同
条
第
七
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
一
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
三
節

承
認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
る
施
設
に
係
る
課
税
免
除

(

第
九
条
―
第
十
一
条)

｣

を

｢

第
三
節

承
認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て
設
置
さ

れ
る
施
設
に
係
る
課
税
免
除

(

第
九
条
―
第
十
一
条)

第
四
節

復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
課
税
免

除

(

第
十
二
条
―
第
十
四
条)
｣
に
、｢

第
十
二
条
―
第
十
四
条｣

を

｢

第
十
五
条
―
第
十
七
条｣

に
、｢

第
十
五
条
―
第
十
七
条｣

を

｢

第
十
八
条
―
第

二
十
条｣

に
、｢

第
十
八
条｣

を

｢

第
二
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
復
興
産
業
集
積
区
域(

以
下｢

復
興
産
業
集
積
区
域｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置

第
十
八
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中

｢

第
十
四
条｣

を

｢

第
十
七
条｣

に
改
め
、
第
三
章
第
二
節
中
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
中
第
十
四
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。
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第
四
節

復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
課
税
免
除

(

事
業
税
等
の
課
税
免
除)

第
十
二
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
産
業
集
積
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日

(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢

認
定
日｣

と
い
う
。)

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間

(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢

対
象
期
間｣

と
い
う
。)

内
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第

二
十
九
号)

第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
、
第
十
条
の
五
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第

二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
当
該
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
東
日

本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備

(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢

対
象
施
設
等｣

と
い
う
。)

を
新

設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

(

当
該
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
で
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
又
は
同
法

第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
対
象
期
間
内
に
当
該
指
定
事
業
者
又
は
指
定
法
人
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。)

に
対
し
、

事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
を
す
る
。

(

課
税
免
除
の
額)

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
免
除
を
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
税

個
人
の
行
う
事
業
に
あ
っ
て
は
対
象
期
間
内
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
対
象
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
以
後
五
年
間
に
お
け
る
各
年
、

法
人
の
行
う
事
業
に
あ
っ
て
は
対
象
期
間
内
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
対
象
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額

(

事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。)

の
う
ち
当
該
対
象
施
設
等
に
係
る

も
の
と
し
て
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

(

平
成
二
十
三
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年
総
務
省
令
第
百
六
十
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
額

二

不
動
産
取
得
税

対
象
期
間
内
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
対
象
施
設
等
で
あ
る
家
屋

(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢

適
用
家
屋｣

と
い
う
。)

及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土

地
の
取
得

(

認
定
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
適
用
家
屋

の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。)

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
額

三

固
定
資
産
税

対
象
期
間
内
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
対
象
施
設
等
で
あ
る
償
却
資
産

(

認
定
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。)

に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
額

(

当
該
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

(

当
該
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
日
の
属
す
る
年)

の
四
月
一
日
の
属

す
る
年
度
以
後
五
箇
年
度
分
に
限
る
。)

２

対
象
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
年
の
末
日
又
は
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
、

当
該
対
象
施
設
等
の
新
設
又
は
増
設
を
し
た
者
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
に
お
け
る
前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

｢

年
以
後
五
年
間｣

と
あ
る
の
は

｢

年

の
翌
年
以
後
五
年
間｣

と
、

｢

事
業
年
度
以
後
当
該
事
業
年
度｣

と
あ
る
の
は

｢

事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
以
後
当
該
翌
事
業
年
度｣

と
す
る
。

(

徴
収
猶
予
等)

第
十
四
条

第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
則
第
四
項
中

｢

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号｣

を

｢

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号｣
に
、

｢

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中

｢

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。
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青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
二
号

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
二
号
中
４
を
７
と
し
、
３
を
６
と
し
、
２
を
３
と
し
、
同
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
専
用
の
設
備
及
び
器
具
が
あ
る
こ
と
。

５

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
温
湯
に
よ
る
器
具
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
並
び
に
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
が
区
別
し
て
設
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
二
号
１
を
同
号
２
と
し
、
同
号
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所

(

生
食
用
牛
肉

(

牛
の
食
肉

(

内
臓
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
生
食
用
と
し
て
販
売
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
加
工
又
は
調
理
を
行
う

場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

は
、
他
と
区
画
し
て
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
及
び
冷
却
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
食
用
牛
肉
の
調
理
の
み
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

９

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
設
備
に
は
、
温
度
計
が
備
え
て
あ
る
こ
と
。

10

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
冷
却
設
備
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
及
び
生
食
用
牛
肉
の
保
存
に
用
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
区
分
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
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と
。

別
表
第
二
第
十
二
号
８
中

｢

ふ
た｣

を

｢

蓋｣

に
改
め
、
同
８
を
同
号
14
と
し
、
同
号
７
を
同
号
10
と
し
、
同
10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
及
び
冷
却
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
食
用
牛
肉
の
調
理
の
み
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

12

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
設
備
に
は
、
温
度
計
が
備
え
て
あ
る
こ
と
。

13

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
冷
却
設
備
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
及
び
生
食
用
牛
肉
の
保
存
に
用
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
区
分
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。

別
表
第
二
第
十
二
号
６
中

｢

は
く
皮
機｣
を

｢
�
皮
機｣

に
改
め
、
同
６
を
同
号
９
と
し
、
同
号
５
を
同
号
６
と
し
、
同
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
専
用
の
設
備
及
び
器
具
が
あ
る
こ
と
。

８

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
温
湯
に
よ
る
器
具
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
並
び
に
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
が
区
別
し
て
設
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
十
二
号
４
中

｢

す
き
ま｣

を

｢

隙
間｣

に
改
め
、
同
４
を
同
号
５
と
し
、
同
号
３
を
同
号
４
と
し
、
同
号
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
は
、
他
と
区
画
し
て
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
十
三
号
中
３
を
６
と
し
、
２
を
５
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
専
用
の
設
備
及
び
器
具
が
あ
る
こ
と
。

４

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
温
湯
に
よ
る
器
具
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
並
び
に
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
に
必
要
な
設
備
が
区
別
し
て
設
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
十
三
号
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
は
、
他
と
区
画
し
て
あ
る
こ
と
。
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別
表
第
二
第
十
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

生
食
用
牛
肉
取
扱
場
所
に
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
及
び
冷
却
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
食
用
牛
肉
の
調
理
の
み
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

８

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
加
熱
殺
菌
設
備
に
は
、
温
度
計
が
備
え
て
あ
る
こ
と
。

９

生
食
用
牛
肉
の
原
料
の
冷
却
設
備
は
、
生
食
用
牛
肉
の
原
料
及
び
生
食
用
牛
肉
の
保
存
に
用
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
区
分
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
三
号

青
森
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中

｢

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で｣

を

｢

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で｣

に
改
め
る
。

附

則
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１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
漁
港
管
理
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
の
占
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
占
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
占
用

の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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